
令和７年度 障害福祉サービス事業所等
の運営上の留意事項について

群馬県健康福祉部福祉局 障害政策課

令和７年度 共同生活援助（グループホーム）事業所に係る説明会（集団指導）
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説明内容について

１ 令和６年度報酬改定に伴う義務化について

２ 届出書等の提出について

３ サービス管理責任者のみなし配置等について
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令和６年度報酬改定に伴う義務化について

障害福祉サービス横断的事項

○感染症対策強化に係る取組について

○業務継続計画（ＢＣＰ）について

○障害者虐待防止について

○情報公表について

共同生活援助

○地域との連携等について
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感染症の発生及びまん延防止等に関して、
以下の①～③が令和６年４月１日から義務化となりました。

感染症対策強化に係る取組
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①感染症委員会の定期開催及び結果の従業者周知徹底の義務化
事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員
会（感染対策委員会）を指します。（テレビ電話装置等を活用して行うこと
も可能）
感染症対策委員会の定期的な開催及び、検討結果を従業者に対し、周知徹底
をはかることが義務化されました。

②指針の整備の義務化
事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備が義務化さ
れました。
指針には、平常時の対策と、発生時の対応を規定する必要があります。
それぞれの項目の記載内容の例については、厚生労働省資料「障害福祉サー
ビス施設・事業所職員のための感染対策マニュアル」も踏まえてください。

③定期的な研修・訓練の実施の義務化
従業者に対して、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練の定
期的な実施と、研修の実施と、研修の内容についての記録が必要となります。



感染症発生時に備えた平時からの対応について、
令和６年度から以下の内容が追加されました。

感染症対策強化に係る取組
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①新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携
新興感染症発生時等に感染者の対応を行う協定締結医療機関と連携し、対応を取り

決めることが努力義務となりました。

②協力医療機関が協定締結医療機関である場合
当該協力医療機関と利用者の急変時等の対応等の取り決めを行う中で、新興感染症

発生時等における対応についても協議を行うことが義務化されました。

〈参考〉障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅰ)・(Ⅱ)
・感染症発生時における施設内感染防止等のため、平時から一定の体制を構築している場合、

加算で評価（Ⅰ）
・医科診療報酬点数表の感染対策向上加算の届出を行った医療機関から３年に１回以上実地指

導を受けている場合に評価（Ⅱ）



感染症や災害が発生した場合にあっても、
利用者が継続してサービスを受けられるよう事業者の取り組みが
令和６年４月１日から義務化されました。

業務継続に向けた計画等の策定や研修・訓練等の実施の義務化
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①業務継続計画（ＢＣＰ）の策定の義務化

②定期的な研修・訓練の実施の義務化
従業者に対して、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練の
定期的な実施（年１回以上）が義務化されました。
研修の実施内容について記録が必要となります。
訓練（シミュレーション）においては、事業所内の役割分担の確認、感染症や災害
が発生した場合に実践する支援の演習等を実施する必要があります。

③業務継続計画の定期的な見直し
業務継続計画は定期的に見直しを行い、必要に応じて変更してください。

業務継続計画未策定減算
以下の基準に適応していない場合、減算となります。

・業務継続計画を策定すること
・当該業務継続計画に従い必要な措置を構ずること



障害者虐待防止措置（令和４年度から義務化）を
未実施の事業所等に対して、基本報酬が減算されます。

障害者虐待防止の推進
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虐待防止措置未実施減算

次の基準を満たしていない場合に、減算となります。

①虐待防止委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ること
②従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること
③上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと



障害福祉サービス等情報公表システム（WAMNET）上、
未報告となっている事業所に対する「情報公表未報告減算」
が令和６年度から新設されました。

情報公表
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情報公表未報告減算

障害者総合支援法第76条の３の規定に基づく情報公表に係る報告がされていない場合に、
減算となります。



8

地域との連携等

令和７年度から「地域連携推進会議」が 義務化 されました。

【地域連携推進会議】

会議の開催
（事業所単位で実施）

地域連携推進員の施設訪問
（共同生活住居単位で実施）

それぞれおおむね１年に１回以上実施することが必要。

一つの事業所において複数の共同生活住居
を運営している場合、共同生活住居の数だけ、
訪問を受け入れることになります。

地域連携推進員は、会議開催日以外の任意
の日程を選択し、施設等と調整を行い、訪問
する日を決定することになります。

詳細は「地域連携推進会議の手引き」をご確認ください。
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について -群馬県ホームページ(障害政策課)

引用：地域連携推進会議の手引き



引用：地域連携推進会議の手引き

地域との連携等
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引用：地域連携推進会議の手引き

地域との連携等
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引用：地域連携推進会議の手引き

地域との連携等
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引用：地域連携推進会議の手引き

地域との連携等
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届出書等の提出について

（１）運営内容変更（届出書・事前協議書）（別記様式第２号）
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次の事項を変更する場合は、事前協議が必要となるため、変更予定日以前に
「運営内容変更事前協議書」を提出。

① 事業所の名称
② 事業所の所在地
③ 建物の構造概要及び平面図（各室の用途を明示するものとする。）並びに

設備の概要
④ 運営規程のうち、入居定員に係るもの （※住居の追加・廃止等も含む）

※ ②～④については、現地確認を実施するため、原則変更予定日の１ヶ月前
までに提出すること



届出書等の提出について

（３）廃止・休止・再開届出書

14

（２）変更届出書（様式２号）

事業所の指定内容に変更が生じた場合、変更から１０日以内に変更届出書を提出し、
報告する必要があります。

→届出が必要な変更事項については、様式に記載の項目のとおり

事業を廃止・休止・再開する場合は、予定日の１ヶ月前までに届出書を提出。

※廃止・休止の場合は、当該事業利用者のために、連絡調整やその他の便宜の
提供を行うこと。



届出書等の提出について

（４）介護給付費等算定等に係る体制等に関する届出書（加算等の変更）
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指定権者に届出が必要な加算等に変更がある場合は、期限までに届出書を提出。
※加算変更届を提出しないと国保連への請求の際にエラーがでてしまいます。

① 新たに算定または算定内容の変更（算定区分の格上げ）がある場合
算定を開始・変更する月の前月１５日までに提出

② 加算が算定できなくなる場合または算定区分の格下げがある場合
算定不可となる事実の発生した日から速やかに提出。

※各種届出の際に必要な添付書類について、県ホームページに掲載しています
共同生活援助（グループホーム）事業者の届出等について - 群馬県ホームペー
ジ(障害政策課) (pref.gunma.jp)

上記ページ内 1 共同生活援助（グループホーム）各種様式（まとめ）
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介護給付費算定に係る体制等に関する
届出書

令和３年度以降様式が新様式に
変更されました
（←が新様式です）

実施事業欄（共同生活援助）に○
をつける

異動年月日→加算が変更となる月
の１日を記載する

（令和３年度以降）

年 月 日

：

（ﾌﾘｶﾞﾅ）

）

名 称 ：

代表者の職・ 氏名

介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書

　群 馬 県 知 事　様

令和

届出者

主 た る 事 務 所

の 所 在 地
：

　このことについて、関係書類を添えて以下のとおり届け出ます。

事業所番号

事 業 所 （ 施 設 ）

の 所 在 地

郵 便 番 号 （

主 た る 事 業 所
（ 施 設 ） の 名 称

届け出る事業所の事業の種類
及び同一所在地において行う
事 業 等 の 種 類 等

実施
事業

異動等の区分 異動年月日

介
　
　
　
　
護
　
　
　
　
給
　
　
　
　
付

居 宅 介 護 年 月 日１ 新規 ２ 変更 ３ 終了 令和

年 月 日重 度 訪 問 介 護 １ 新規 ２ 変更 ３ 終了 令和

同 行 援 護 １ 新規 ２ 変更 ３ 終了 日

行 動 援 護 １ 新規

令和 年 月

月 日２ 変更 ３ 終了 令和 年

年 月 日療 養 介 護 １ 新規 ２ 変更 ３ 終了 令和

生 活 介 護 １ 新規 ２ 変更 ３ 終了 日

短 期 入 所 １ 新規

令和 年 月

月 日２ 変更 ３ 終了 令和 年

年 月 日重 度 障害 者等 包括 支援 １ 新規 ２ 変更 ３ 終了 令和

施 設 入 所 支 援 １ 新規 ２ 変更 ３ 終了 日

訓

練

等

給

付

自 立 訓練 （機 能訓 練）

令和 年 月

年 月 日１ 新規 ２ 変更 ３ 終了 令和

年 月 日宿 泊 型 自 立 訓 練 １ 新規 ２ 変更 ３ 終了 令和

自 立 訓練 （生 活訓 練） １ 新規 ２ 変更 ３ 終了 日

就 労 移 行 支 援 １ 新規

令和 年 月

月 日２ 変更 ３ 終了 令和 年

年 月 日就 労 継続 支援 （Ａ 型） １ 新規 ２ 変更 ３ 終了 令和

就 労 継続 支援 （Ｂ 型） １ 新規 ２ 変更 ３ 終了 日

就 労 定 着 支 援 １ 新規

令和 年 月

月 日２ 変更 ３ 終了 令和 年

年 月 日自 立 生 活 援 助 １ 新規 ２ 変更 ３ 終了 令和

共 同 生 活 援 助 １ 新規 ２ 変更 ３ 終了 日

地 域 相 談 支 援
( 地 域 移 行 支 援 ）

１ 新規

令和 年 月

月 日２ 変更 ３ 終了 令和 年

年 月 日
地 域 相 談 支 援
( 地 域 定 着 支 援 ）

１ 新規 ２ 変更 ３ 終了 令和

特 定 相 談 支 援 １ 新規 ２ 変更 ３ 終了 日令和 年 月



届出書等の提出について

（５）現員状況報告書

令和６年１０月分から報告頻度及び報告方法が変わりました。
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【入力の際の注意】
・住居（ホーム）ごとでなく、事業所全体について入力してください。
・利用者人数については、合計を一致させてください。

毎年４月１日及び１０月１日
（４月１０日、１０月１０月までに報告）

報告頻度

電子申請（LoGoフォーム）による入力。
https://logoform.jp/f/YH4CY
※従前の報告様式（別記様式第３号）は廃止されました。

報告方法



届出書等の提出について

（６）事故報告書

利用者の負傷又は死亡事故、その他重大な人身事故が発生した場合、失踪や不法行為等
が発生した場合、または職員等の法令違反及び不祥事等が発生した場合等は、県へ報告を
してください。

＜事故報告の方法＞
①事故等発生後、直ちに電話で概要報告
②事故等発生後３０日以内に事故報告書（参考様式参照）により報告
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以下の事項が分かるようにしてください。

・事故発生日時・場所 ・事故対象者氏名・性別・年齢
・事故の概要 ・事故への対応内容
・関係機関への連絡 ・再発防止策について



届出書等の提出について

（７）業務管理体制届出書
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新たに事業所の指定を受ける場合、またはすでに指定を受けた事業所について
変更がある場合に提出してください。

届出は（注１）ア～オの事業者等の種類ごとに行います。グループホームや短期入所などは
「ア」に該当します。

※放課後等デイサービスや相談支援事業所など、「ア」以外の事業所とまとめて提出しないでください。

（注１）業務管理体制の届出が義務づけられる事業者等の種類

【障害者総合支援法に基づくもの】
ア.指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設
イ.指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者

【児童福祉法に基づくもの】
ウ.指定障害児通所支援事業者 エ.指定障害児入所施設
オ.指定障害児相談支援事業者
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＜様式第２０号＞業務管理体制届出書

事業者（法人）番号は業務管理体制独自に発行
される番号です
※県の指定番号や法人登記簿上の法人番号とは
異なります

様式第20号（規格Ａ４）（第19条関係） 

 

 受付番号  

 
障害者総合支援法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書 
 

年  月  日  

   群馬県知事 あて 
事業者 名   称             

代表者氏名          印  

   このことについて、下記のとおり関係書類を添えて届け出ます。 

 事業者（法人）番号                   

１ 届出の内容 

 
(1) 法第５１条の２第２項、第５１条の３１第２項関係（整備） 

(2) 法第５１条の２第４項、第５１条の３１第４項関係（区分の変更） 

 
 
 

 
 

 

２ 
 

事 
 
 

業 
 

 

者 

フ リ ガ ナ  

名 称 又 は 氏 名  

 

住      所 
（主たる事務所の 

所在地）     

（郵便番号   －    ） 

     都道        郡 市 

     府県        区 

（ビルの名称等） 

連 絡 先 電 話 番 号  ＦＡＸ番号  

法 人 の 種 別  

代表者の職名・ 
氏名・生年月日 

職
名 

 
フリガナ  生年

月日 
年  月  日  

氏 名  

代 表 者 の 住 所 

（郵便番号   －    ） 

     都道        郡 市 

     府県        区 

（ビルの名称等） 

３ 事業所名称等及び 

 所在地       

事業所名称 指定年月日 事業所番号 所 在 地 

 （別紙） 
計  ヵ所    

４ 障害者総合支援法
上の該当する条文  

 （事業者の区分）  

(1) 法第５１条の２ 

  （指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等の設置者） 

(2) 法第５１条の３１（指定相談支援事業者） 

５ 障害者総合支援法
施行細則第３４条の
２８及び第３４条の
６２第１項第２号か
ら第４号までに基づ
く届出事項     

第２号 法令遵守責任者の氏名（フリガナ） 生年月日 

  年  月  日   

第３号 
 

業務が法令に適合することを確保するための規程の概要 

第４号 
 

業務執行の状況の監査の方法の概要 

６ 

区 

分 

変 

更 

区分変更前行政機関名称、担当部（局）課  

事業者（法人）番号                   

区分変更の理由  

区分変更後行政機関名称、担当部（局）課  

区 分 変 更 日          年   月   日 

 
 

届出先事業所等の区分

厚生労働省事業所が２以上の都道府県
に所在する事業者

前橋市事業所が前橋市内のみに所
在する事業者

高崎市事業所が高崎市内のみに所
在する事業者

群馬県事業所が県管轄地内のみに
所在する事業者

群馬県事業所が前橋市・高崎市や
他の市町村をまたいで所在
する事業者
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指定を受けている事業所を別紙に記載してください
変更がある場合には、変更箇所を赤字で記載してください

障害福祉サービス事業者 指定申請様式一覧 -群馬県ホームページ(障害政策課) (pref.gunma.jp)
様式掲載ページ



障害者施設・事業所における感染報告については、以下のとおりとなっておりますので、
適切にご対応いただくようお願いします。

感染症の報告について

※県所管の障害者支援施設等
感染者が発生した場合の報告は不要ですが、集団発生の場合等、保健所に報告が必
要とされているケースは、電話での一報とともに、『事故報告書』を提出願います。

県障害政策課
への報告

◆インフルエンザやノロウイルス等、集団発生(死亡・重篤者２人以上又は10人以上
)の場合は報告。
◆感染時の対応等、保健所への相談は随時可能

保健所への
報告

22
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平成31年度からサービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者（以下「サービス管理責任者
等」）の研修に係る制度が改正されました。制度移行に際し、平成３１年４月１日～令和４年３月
３１日までにサービス管理責任者等基礎研修を修了した者（実務経験を満たしている場合）に限り、
基礎研修修了後３年間は、サービス管理責任者等実践研修修了者としてみなし、従事が可能とされ
ていました。しかし、上記経過措置が適用となる研修の最終日（令和４年３月３１日）の翌日から、
令和７年３月３１日で、３年経過することから、令和６年度をもって経過措置期間は終了となりま
した。

（１）サービス管理責任者等のみなし配置について

令和７年４月１日以降は、サービス管理責任者等基礎研修のみ受講修了した方については、原則
として、サービス管理責任者等として配置することはできません（やむを得ない事由の場合、人員
基準上の２人目のサビ管等の場合を除く）。サービス管理責任者等して従事する場合は、サービス
管理責任者等実践研修を受講する必要があります。

令和６年度で経過措置期間が終了!

令和７年度以降について

※経過措置期間が終了したことに伴い、上記経過措置を適用し、みなし配置として、
サービス管理責任者等として配置している場合は、減算の対象となりますのでご注意く
ださい。

※注意※
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（２）やむを得ない事由による措置について
やむを得ない事由でサービス管理責任者または児童発達管理責任者（以下、サービス管理責任者等
という。）が欠如したと県が認めた場合には、サービス管理責任者等が欠如した日から1年間又は実
践研修を修了するまでの間（最長欠如した日から2年間）、一定の要件を充たしている者について、
サービス管理責任者等とみなして配置可能です。

事業所の責に帰さない事由により欠如した場合であって、かつ、後任のサービス管理責任者等を
直ちに配置することが困難な場合。

やむを得ない事由とは

（１）事業所の責に帰さない事由により欠如した場合の例

・サービス管理責任者等が死亡、失踪した場合
・サービス管理責任者等が病気や怪我などにより急遽休職・退職した場合
・その他欠如を事前に予期できなかった場合

（２） 後任のサービス管理責任者等を直ちに配置することが困難な場合の例

・法人内の異動によっても配置が困難な場合、かつ、求人等で募集しても採用に至らない場合

※サービス管理責任者等の欠如が生じないための取組に努め、それでもなお欠如と
なる場合に限り、やむを得ない事由として認めることとします。

※注意※やむを得ない事由に該当するかは事前に指定権者（県）へ問い合わせてください。
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（２）やむを得ない事由による措置について

やむを得ない事由に該当した場合、サービス管理責任者等をみなして配置できる従業者の要件

・サービス管理責任者等の配置に係る実務経験要件（相談支援業務又は直接支援業務（３～８年）を満た
している者。

1年間のみなし配置が可能な者の要件

最長2年間のみなし配置が可能な者の要件
①サービス管理責任者等の配置に係る実務経験要件（相談支援業務又は直接支援業務（３～８年）を満た

している者。
②サービス管理責任者等が欠如した時点で、既にサービス管理責任者基礎研修及び相談支援従事者初任者

研修講義部分を修了している者。
③サービス管理責任者等が欠如する以前から、サービス管理責任者等以外の職員として当該事業所に配置

されている者。
※上記３つの全ての条件を満たす必要がある。

※やむを得ない事由に該当し、上記要件に該当した方をサービス管理責任者等とみなして配
置は可能ですが、あくまでもやむを得ない事由による措置ななりますので、引き続き原則の要
件を満たすサービス管理責任者等の早期配置に努めてください。
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令和5年6月30日付告示改正により、基礎研修修了者の基礎研修後に実践研修を受講
するために必要な実務経験（ＯＪＴ）の取扱いが変更されました。

（改正後）・基礎研修修了後「２年以上」の期間
・一定の要件を充足した場合には、例外的に「6月以上」の期間

※①～③全てを満たす必要あり。
①基礎研修受講開始時に既にサービス管理責任者等の配置に係る実務経験要件（相談支援業務又は直接支
援業務（３～８年））を満たしている。
②基礎研修修了後、サービス管理責任者等のもとで、個別支援計画の原案の作成までの一連の業務（以下、
個別支援計画の原案作成等の業務）を実施している。

・利用者について面接した上でアセスメントを行い、適切な支援内容の検討を行う。
・アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき個別支援計画の原案を作成する。
・サービス管理責任者等が開催する個別支援計画の作成に係る会議に参画する。
・上記原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得て、個別支援計画を利用者

に交付する。
・定期的に個別支援計画の実施状況の把握及び利用者についての継続的なアセスメント（モニタリング）を行う。

※ サービス管理責任者等養成に係る一連の研修の一部をなすものとして設定されたものであり、その十分な実施を担保
する観点から、少なくとも計１０回以上行うこと。

③指定権者に届け出ている。

・届出様式は令和5年10月19日付通知にて、各法人あて送付しています。
・個別支援計画の原案作成等の業務に従事を開始する日から10日以内に届け出てください。
※遡及不可

（３）サービス管理責任者等基礎研修修了者のOJTの取扱いについて

一定の要件

※注意※
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①過去５年間に通算２年以上のサービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、
管理者、相談支援専門員としての実務経験がある又は②現にサービス管理責任者
等として従事している

令和6年3月31日までに更新研修修了者とならなかった旧サービス管理責任者等研修修了者
は、更新研修を受講することはできません。実践研修を受講してください。

・初回の更新研修（又は実践研修）が起算点となります。
・詳細は次頁を御確認ください。
※認識誤りをしてしまうと、気付かないうちに失効してしまう可能性があります。
必ず、御一読ください。

（４）サービス管理責任者等更新研修について

令和元年度の制度改正により、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者と
して従事するためには、5年度毎に1回更新研修を受講することが必要となりました。

受講要件

※注意※

更新期間の考え方について



更新期間の考え方について（平成３０年度までの研修修了者）

令和
１０年度・・・・・

令和
９年度

令和
８年度

令和
７年度

令和
６年度

令和
５年度

令和
４年度

令和
３年度

令和
２年度

令和
元年度

更
新
研
修
修
了

更
新
研
修
修
了

この間に２回目の更新研修受講起
算
点

・平成３０年度までの研修修了者は、令和５年度までの経過措置として、サービス管
理責任者等として「みなす」ことになっている。
・更新研修を受講することによって、新カリキュラムの修了者としてみなされる。そ
のため、最初に更新研修を修了した年度が更新の起算点となる。
・平成３０年度までの研修修了者が初めて更新研修を受ける場合、実務要件は不問。

起
算
点

令和２～６年度 令和７～１１年度

この間に３回目の更新研修受講

この間に２回目の更新研修受講

令和６～１０年度

～受講イメージ図～

更新期間の考え方について（平成３０年度までの研修修了者）
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令和
１０年度・・・・・

令和
９年度

令和
８年度

令和
７年度

令和
６年度

令和
５年度

令和
４年度

令和
３年度

令和
２年度

令和
元年度

実
践
研
修
修
了

基
礎
研
修
修
了

実
践
研
修
修
了

基
礎
研
修
修
了

この間に１回目の更新研修受講起
算
点

・実践研修修了年度を起算点とし、その翌年度から５年度毎に１回、更新研修を受講
することが必要となる。
・更新研修の受講には、（１）又は（２）の実務要件を満たすことが必要。
（１）現にサービス管理責任者等、管理者、相談支援専門員として従事。
（２）過去５年間のうち２年間以上、サービス管理責任者等、管理者、

相談支援専門員として従事。

起
算
点

令和４～８年度 令和９～１３年度

この間に２回目の更新
研修受講

この間に１回目の更新研修受講

令和７～１１年度

～受講イメージ図～

更新期間の考え方について（実践研修修了者）
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※令和3年度障害保健福祉関係主管課長会議資料（令和4年3月）
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※令和3年度障害保健福祉関係主管課長会議資料（令和4年3月）



【参考】令和5年10月19日通知
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質問・相談フォームについて
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緊急時を除き、質問・相談フォームからのお問い合わせに御協力をお願いします。

障害福祉サービス等質問・相談フォーム
【URL】https://forms.office.com/r/NWUKQwDykr


